
  

業務委託契約書 

  

 株式会社ウィニングフィールド（以下「甲」という。）と 小松モイラ（以下「乙」と

いう。）は、以下の通り、業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

  

第１条（目的） 

  甲は乙に対して、第２条に定める業務（以下「本件業務」という。）の提供を委託し、

乙はこれを受託する。 

  

第２条（本件業務の内容及び納品条件） 

本契約における本件業務とは、以下のとおりとする。 

  ・YouTubeの編集業務（自身で編集作業、または外部との調整、動画ディレクション

等） 

  ・Udemy講師交渉、手配、撮影、編集、動画アップ等その他付随する業務 

  ・YouTubeサムネイル作成、他アカウント詳細記載等その他付随する業務 

  ・YouTube出演（状況に応じて） 

  ・社内SNS投稿、構築、週一メルマガライティング、投稿等その他付随する業務 

  ・甲が実施する社内会議への参加 

 

第３条（委託期間及び引継義務） 

1. 本契約の有効期間は、締結日から２０２２年２月２８日までとする。 

2. 前項の有効期間満了の１週間前までに、甲乙いずれかから本契約を終了させる旨の申

出がない限り、本契約は更新され、2ヶ月目以降については甲乙協議の上、業務内容

等を更新し、再契約するものとする。 

3. 乙は、本契約の終了を把握した時点において、甲が指定する者に対し、甲の指定する

方法により速やかに本件業務の引き継ぎを行わなければならない。 

  

第４条（報酬及び支払方法等） 

1. 本件業務の報酬は、初月10万円（税別）とし、2ヶ月目以降は甲乙協議の上、決定す

る。 

2. 通勤手当は報酬に含むものとする。 

3. 甲は、第１項に定める報酬を、乙の発行する請求書に基づき、翌月末までに乙の指定

する銀行口座への振込みにより支払うものとする。なお、甲は支払に際し別途源泉徴

収税を控除するものとし、また、振込にかかる手数料は甲の負担とする。 



 

第５条（資料・情報等） 

1. 乙は、甲から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用しては

ならず、善良な管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。 

2. 貸与された資料、機器等が不要となった場合、本契約が解除された場合、又は甲から

の要請があった場合、乙は貸与された資料、機器等を速やかに甲に返却するものとす

る。 

  

第６条（報告義務） 

1. 乙は、甲の請求があるときは、口頭又は書面にて、遅滞なく本件業務の履行状況を報

告しなければならない。 

2. 本件業務の履行に支障が生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、乙は、そ

の事故の帰責のいかんにかかわらず、その旨を直ちに甲に報告し、甲と今後の対応方

針について協議を行うものとする。 

  

第７条（善管注意義務及び協力義務等） 

1. 乙は、本件業務を、本契約の趣旨に従い、善良な管理者の注意をもって履行するとと

もに、本件業務を履行するに当たって、関連する法令を遵守しなければならない。 

2. 乙は、本件業務の履行上必要な場合、甲に協力を求めることができ、甲は、協力を求

められた場合には、合理的な範囲において速やかに乙に協力する。 

3. 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本件業務の全部又は一部の履行を

中止してはならない。ただし、乙は、以下の事由が生じたことにより、本件業務の履

行が困難となった場合には、本件業務を一時中断し、又は本件業務の全部又は一部を

中止することができる。 

⑴  戦争、内乱、大規模な自然災害、疫病等の不可抗力事由が生じた場合 

⑵  停電、通信回線の遮断、及び乙が利用するシステムに障害が生じた場合 

⑶  前二号の他、乙の責に帰すべき事由によらず本件業務の履行が困難になった場合 

  

第８条（知的財産権） 

1. 本契約において、「知的財産権」とは、著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権

利を含む。）、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権（それらの権

利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。）及びノウハウ

をいう。 

2. 甲及び乙は、本件業務の遂行過程で行われた創作等によって生じた知的財産権につい

て、従前から乙が保有する知的財産権を除き、権利発生と同時にすべて甲に移転又は

帰属することを確認する。 



3. 乙は、前項により甲に帰属した知的財産権に関して、甲及び甲より正当に権利を取得

した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権を一切行使し

ないものとする。 

  

第９条（秘密保持） 

1. 乙は、本契約に基づき甲から開示された本件業務に関する一切の情報・資料及びその

複製物、情報・資料を基に作成した一切の資料（以下「秘密情報等」という。）につ

いて、厳に機密を保持し、甲の事前の承諾なくしては、一切第三者に開示、漏えいし

てはならないものとする。 

  ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。   

 ⑴ 甲から受領した時、乙が既に自ら所有していた情報 

 ⑵ 甲から受領した時、既に公知であった情報 

 ⑶ 甲から受領した後、乙の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報 

 ⑷ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わずに合法的に入手した情報 

 ⑸ 乙が秘密情等報に依存することなく独自に創作又は開発した情報 

2. 乙は、開示を受けた秘密情報等を本件業務の目的以外の目的をもって自己又は第三者

の利益のために利用してはならないものとする。 

3. 甲より請求があった場合、又は理由の如何を問わず本契約が効力を失った場合には、

乙は直ちに秘密情報等の利用を中止し、甲に情報等（複写物及び複製物を含む。）を

返却するか、甲の指示に従い破棄するものとする。 

  

第10条（再委託） 

 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができない。 

  

第11条（損害賠償） 

1. 甲及び乙が、自らの責めに帰すべき事由によって本契約に違反し、相手方に損害を与

えた場合は、その損害（紛争解決に要した弁護士費用及び人件費、第三者からの損害

賠償請求、紛争解決のため第三者に対し任意に支払った金額並びに逸失利益を含む。）

を賠償しなければならない。 

2. 乙は、故意又は過失により、本件業務の履行の過程で甲に対して誤った納品物の提供、

又は報告等（提出した納品物等の内容の誤り、盗用を含む。）を行い、それに起因し

て甲に損害を生じさせた場合において、当該損害を甲が一時的に填補した場合は、甲

に対しその損害を賠償しなければならない。ただし、当該誤りが、甲の指示又は甲の

提供した資料等により生じた場合（ただし、乙がこれを知りながら甲に告げなかった

場合は除く。）はこの限りではない。 

3. 乙が賠償すべき甲の損害は、乙が本契約に違反したことにより甲が乙に代わって本件



業務を完了させるために要した費用を含み、かつこれに限定されない。 

 

第12条（第三者の権利侵害等における対応） 

1. 乙は、本件業務の遂行過程において、第三者の知的財産権及び所有権その他一切の権

利を侵害しないことを甲に対し表明し、保証するものとする。 

2. 本件業務に関連して第三者の権利を侵害することその他の理由により、甲又は乙が第

三者から何らかの請求、異議申立てを受け、又は訴訟が提起される等の紛争が生じた

ときは、乙は、自らの責任と費用でこれを解決するものとし、甲に何ら損害を及ぼさ

ないものとする。 

3. 乙は、本契約に関連して、第三者の知的財産権その他の権利を侵害するおそれがある

ことを知ったときは、すみやかに甲に通知しなければならない。 

 

第13条（反社会的勢力との関係排除） 

1. 本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

⑴ 暴力団及びその関係団体又はその構成員 

⑵ 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人 

⑶ その他、前各号の該当者に準ずる者 

2. 甲及び乙は、次の各号に定める内容について、表明し、保証する。 

⑴ 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと 

⑵ 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係

を有しないこと 

3. 甲及び乙は、本契約に関し、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な

責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は風説の

流布、偽計若しくは威力を用いた信用毀損若しくは業務妨害その他これらに準ずる行

為を行わないことを保証する。 

4. 甲及び乙は、相手方が本条に違反したことが判明した場合、相手方に対して何らの通

知、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。前項によ

り本契約の全部又は一部が解除された場合、甲及び乙は、当該解除により相手方に損

害が生じても、これを一切賠償しない。 

 

第14条（解除） 

1. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告なくして本契

約の全部又は一部を解除することができるものとする。 

⑴ 本契約に違反したとき、または本契約の履行に関して故意、過失又は背信行為が

あったとき 

⑵ 主債務者として支払停止、差押え、仮差押え、競売の申立てを受けたとき 



⑶ 破産、民事再生、会社更生の手続開始、又は特別清算開始等の法的倒産処理手続

開始の申立てがあったとき 

⑷ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

⑸ 公租公課の滞納処分を受けたとき 

2. 本契約の解除をした場合、その解除は、将来に向かってのみその効力を生じるものと

する。 

  

第15条（個人情報） 

1. 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第２条第１項及び第

２項に定義される個人情報又は個人情報データベース等であって、文書、口頭、電子

的データのいずれによるかを問わず、本件業務に関連して、甲より乙に対し開示され

た又は将来開示される一切の情報をいう。 

2. 乙は、甲から本件業務遂行のため開示された個人情報の秘密性を保持し、必要かつ適

切な安全管理措置を講じた上で、個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するものと

する。乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、甲から受領した個人情報を、第三者に

開示又は提供しないものとする。 

  

第16条（不可抗力） 

  天災地変、その他いずれの当事者の責めにも帰すことのできない不可抗力の事由によ

り本契約の義務を履行することができない場合、本契約に定めのない事項、その他本契

約に関して生じた疑義については、甲乙誠意を持って協議の上、決定するものとする。 

  

第17条（契約上の地位の移転等の禁止） 

  本契約の契約上の地位は、他方当事者の事前の書面による明示の承諾がない限り、本

契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を

第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならない。 

  

第18条（準拠法） 

  本契約は、その成立、有効性、解釈及び履行について、全て日本法に準拠し、日本法

に従って解釈されるものとする。 

  

第19条（専属的合意管轄） 

  本契約に関し当事者間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、

鎌倉簡易裁判所又は横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

  

第20条（存続条項） 



  第５条第２項、第８条、第９条、第11条、第１２条第２項、第１３条、第１５条、第

１７条ないし第２１条は、本契約終了後も有効に存続するものとする。 

  

第21条（協議解決） 

  本契約の解釈に疑義が生じた場合、または本契約の定めのない事項については、甲及

び乙は、誠意をもって協議し解決する。 

 

  

本契約締結の証として、本書を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁

的処理を施し、双方保管するものとする。 

 

  

２０２３ 年 １ 月 ３１日 

 

甲：神奈川県鎌倉市御成町１１−２ヤノヤビル２階 

            株式会社ウィニングフィールド 

            代表取締役  勝原 潤 

 

 

乙：神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷２－２７－２５ 

            ディア・ヴェルデ 205 

            小松 モイラ 

 

 

 


